
約款 新旧対照表 

『さくらの VPSサービス約款』 

※表中「旧約款表記」内青文字部を「新約款表記」赤文字へ変更 

該当箇所 旧約款表記 新約款表記 内容 

第１章 

第２条 

第２条（サービスの内容） 

１．本基本サービスは、当社がそのデータセンター内に設置したサーバ設備につき設定された仮想化された

サーバ１台の機能を、利用者専用として提供するサービス、又は当社がそのデータセンター内に設置したサ

ーバ設備１台の機能を、利用者専用として提供するサービスです。 

第２条（サービスの内容） 

１．本基本サービスは、当社がそのデータセンター内に設置したサーバ設備につき設定された仮想化された

サーバ１台の機能を、利用者専用として提供するサービスです。 

２．サーバ設備（CPU、ネットワーク、ストレージ等を含みますがこれに限りません。）は、複数の利用者の

共有として提供されます。仮想的に分割され、利用者に割り当てられたサーバ設備（以下、「計算資源」とい

います。）の数量は、利用可能な最大値を示すものであり、各計算資源を恒常的に占有することはできませ

ん。 

・既に提供終了しております「ベアメタルプ

ラン」についての説明を削除いたします。 

・従来サービスサイトにてご案内しており

ました本基本サービスの性質を改めてご確

認いただきたく、明記いたします。サービス

内容に変更はございません。 

新設 

（新設） 

第３条（禁止事項） 

１．利用者は、次の各号に該当する行為又はそのおそれのある行為を行ってはなりません。 

（１）各計算資源を恒常的に占有し、他の利用者のサービス利用又は当社のサービス運営に支障を与える行

為（暗号資産のマイニング等を含みますが、これに限りません。） 

（２）当社の事前の承諾なくサーバ設備に高い負荷を与え、他の利用者のサービス利用又は当社のサービス

運営に支障を与える行為 

・基本約款に定める禁止事項であり、従来サ

ービスサイトにてご案内しておりました本

基本サービスの具体的な禁止事項を改めて

ご確認いただきたく、明記いたします。サー

ビス内容に変更はございません。 

  （以下、条番号が繰り下がります）  

附則 

第１条 

第１条（適用開始） 

この約款は、２０２０年３月１０日から適用されたさくらの VPSサービス約款を変更したものであり、基本

約款における約款の変更の規定に基づき、２０２０年５月８日より適用されます。 

第１条（適用開始） 

この約款は、２０２０年５月８日から適用されたさくらの VPSサービス約款を変更したものであり、基本約

款における約款の変更の規定に基づき、２０２３年４月２８日より適用されます。 

・本改定に伴う適用日の変更を行います。 

 

 


